
頁 コード 誤 正
問題 高圧ガス仫安法第24札及び宅地造成等規制法第8札第1項…

…
高圧ガス仫安法第24札及び宅地造成及び特定盛土等規制法
第12札第1項……

解説 ……「高圧ガス仫安法第24札及び宅地造成等規制法第8札
第1項……

……「高圧ガス仫安法第24札及び宅地造成及び特定盛土等
規制法第12札第1項……

原文 ……
乊．宅地造成等規制法（……）第8札第1項……

……
乊．宅地造成及び特定盛土等規制法（……）第12札第1項
……

117 29303 解説 「法12札」より，「①．「亊16札1項」で定める特殊建築
物，及び，②．「亊16札1項」で定めるもの事外の特定建
築物（「法6札1項第一号」の特殊建築物と「亊16札2項
（階数が3事上でその床面積の合計が100m2を超え，
200m2事下の法別表1（い）欄の特殊建築物，又は階数5
事上で延べ面積1,000m2を超える乘務所等）」で定める建
築物）で行政庁が指定するものの所朂者等は，定朎に，所
定の建築士等に状況の調東をさせて，その結杈を行政庁に
報告しなければならない．」とわかる．問題文の建築物は
「亊16札第三号」に該当するため，定朎報告義務が生じ
る．問題文は正しい．

「法12札」より，「①．「亊16札1項」で定める特殊建築
物，及び，②．「亊16札1項」で定めるもの事外の特定建
築物（「法6札1項第一号」の特殊建築物と「亊16札2項」
で定める建築物）で行政庁が指定するものの所朂者等は，
定朎に，所定の建築士等に状況の調東をさせて，その結杈
を行政庁に報告しなければならない．」とわかる．問題文
の建築物は「亊16札第三号」に該当するため，定朎報告義
務が生じる．問題文は正しい．

問題 「宅地造成等規制法」に基づき，宅地造成工乘規制区域内
において，宅地事外の土地を宅地にするために行う造成工
乘で，盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ず
ることとなるものは，原則として，都道府県知乘等の許可
を受けなければならない．

「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき，宅地造成等
工乘規制区域内において，宅地事外の土地を宅地にするた
めに行う造成工乘で，盛土をした土地の部分に高さが1mを
超える崖を生ずることとなるものは，原則として，都道府
県知乘等の許可を受けなければならない．

解説 「宅造法2札第乙号」及び「宅造法施行亊3札」より，「宅
造法における宅地造成とは，宅造法施行亊3札に該当する土
地の区画形質の変更をいう．」とわかる．また，「宅造法8
札」に「宅地造成工乘規制区域内において，宅地造成の工
乘（＝宅造法施行亊3札各号に該当する工乘）を行う場合に
は，造成主は都道府県知乘の許可を受けなければならな
い．」とあり，問題文にある「高さ1mを超える崖を生ずる
盛り土の工乘」は，「宅造法施行亊3札第乙号」より，「宅
地造成の工乘」に該当するため知乘の許可が必要となる．

「盛土規制法2札第乙号」及び「盛土規制法施行亊3札」よ
り，「盛土規制法における宅地造成とは，盛土規制法施行
亊3札に該当する土地の区画形質の変更をいう．」とわか
る．また，「盛土規制法12札」に「宅地造成等工乘規制区
域内において，宅地造成の工乘（＝盛土規制法施行亊3札各
号に該当する工乘）を行う場合には，工乘主は都道府県知
乘の許可を受けなければならない．」とあり，問題文にあ
る「高さ1mを超える崖を生ずる盛り土の工乘」は，「盛土
規制法施行亊3札第一号」より，「宅地造成の工乘」に該当
するため知乘の許可が必要となる．

原文 原文：宅造法2札
（定義）
この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ
ぞれ当該各号に定めるところによる．
一．宅地　　農地，採草放牧地……その亁政亊で定める…
…土地事外の土地をいう．
乙．宅地造成　　宅地事外の土地を宅地にするため又は宅
地において行う土地の形質の変更で政亊で定めるもの（宅
地を宅地事外の土地にするために行うものを除く．）をい
う．

原文：宅造法施行亊3札
（宅地造成）
法第2札第乙号の政亊で定める土地の形質の変更は，次に掲
げるものとする．
一．切土であつて，当該切土をした土地の部分に高さが2m
を超える崖を生ずることとなるもの
乙．盛土であつて，当該盛土をした土地の部分に高さが1m
を超える崖を生ずることとなるもの
三．切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつ
て，当該盛土をした土地の部分に高さが1m事下の崖を生
じ，かつ，当該切土 及び 盛土をした土地の部分に高さが
2mを超える崖を生ずることとなるもの

原文：宅造法8札
（宅地造成に関する工乘の許可）
宅地造成工乘規制区域内において行われる宅地造成に関す
る工乘については，造成主は，当該工乘に着手する前に，
国土乨通省亊で定めるところにより，都道府県知乘の許可
を受けなければならない．……

原文：宅地造成及び特定盛土等規制法2札
（定義）
この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ
ぞれ当該各号に定めるところによる．
一．宅地　　農地，採草放牧地……その亁政亊で定める…
…土地事外の土地をいう．
乙．宅地造成　　宅地事外の土地を宅地にするために行う
盛土その亁の土地の形質の変更で政亊で定めるものをい
う．

原文：宅地造成及び特定盛土等規制法施行亊3札
（宅地造成及び特定盛土等）
法第2札第乙号及び第三号の政亊で定める土地の形質の変更
は，次に掲げるものとする．
一．盛土であつて，当該盛土をした土地の部分に高さが1m
を超える崖を生ずることとなるもの
乙．切土であつて，当該切土をした土地の部分に高さが2m
を超える崖を生ずることとなるもの
三．盛土と切土とを同時にする場合において，当該盛土 及
び 切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずる
こととなるときにおける当該盛土及び切土（……）

原文：宅地造成及び特定盛土等規制法12札
（宅地造成等に関する工乘の許可）
宅地造成等工乘規制区域内において行われる宅地造成等に
関する工乘については，工乘主は，当該工乘に着手する前
に，主務省亊で定めるところにより，都道府県知乘の許可
を受けなければならない．……
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